
千葉県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画改定案　　新旧対照表

改定箇所 改定案 現行

４ページ (4) 高齢者保健事業に関する事務 (4) 保健事業に関する事務

第３　広域連合 〔広域連合〕 〔広域連合〕

　及び関係市町

　村が行う事務

〔関係市町村〕 〔関係市町村〕

　関係市町村と協力して、後期高齢者の心身の特性に応じ、健

康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び

疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の

被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に努めま

す。

　広域連合と連携をとりながら、保健事業の推進を図ります。

　後期高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康

診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険

者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増

進のために必要な事業を行うに当たって、関係市町村との連携

の下に、関係市町村が実施する国民健康保険保健事業及び地域

支援事業との一体的な実施を推進します。

　なお、原則として高齢者保健事業の実施は関係市町村に委託

するものとし、広域連合は、被保険者ごとの身体的、精神的及

び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に係る療養に

関する情報等を高齢者保健事業の実施に必要な範囲内で提供

し、その他実施に必要な支援を行います。

　広域連合と連携をとりながら、高齢者保健事業の推進を図り

ます。

　広域連合から高齢者保健事業の実施の委託を受けた場合、地

域の健康課題等を把握した上で、その実施に関し、国民健康保

険保健事業及び地域支援事業との一体的な実施の在り方を含む

基本的な方針を定め、地域における連携の中心となって高齢者

保健事業の効果的かつ効率的な実施を図ります。
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改定箇所 改定案 現行

６ページ

第４　第三次広

　域計画の期間

　及び改定

資料編 資料６　関係市町村別に見た高齢化の状況 資料６　関係市町村別に見た高齢化の状況

目次 （令和７年推計値）・・・１１ （平成３７年推計値）・・・１１

資料編９ページ

資料４　千葉県

　高齢者医療被

　保険者の状況

　と推計

※２　平成２８年度から令和３年度は千葉県常住人口年齢別統

計(平成２７年４月１日)から推計した千葉県後期高齢者医療平

均被保険者数

※２　平成２８年度から平成３３年度は千葉県常住人口年齢別

統計(平成２７年４月１日)から推計した千葉県後期高齢者医療

平均被保険者数

　第三次広域計画の期間は、平成２９年度から令和３年度まで

の５年間とし、計画期間満了前に見直しを行うこととします。

　第三次広域計画の期間は、平成２９年度から平成３３年度ま

での５年間とし、計画期間満了前に見直しを行うこととしま

す。

　後期高齢者医療制度が開始された平成２０年度の平均被保険

者数は４９万９千人でしたが、平成２７年度は６７万８千人と

なり、３５．９％増加しています。令和３年度には８７万７千

人と平成２０年度から３７万８千人、７５．８％の増加が見込

まれています。

　後期高齢者医療制度が開始された平成２０年度の平均被保険

者数は４９万９千人でしたが、平成２７年度は６７万８千人と

なり、３５．９％増加しています。平成３３年度には８７万７

千人と平成２０年度から３７万８千人、７５．８％の増加が見

込まれています。
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改定箇所 改定案 現行

資料編11ページ 資料６　関係市町村別に見た高齢化の状況 資料６　関係市町村別に見た高齢化の状況

資料６　関係市 （令和７年推計値） （平成３７年推計値）

　町村別に見た

　高齢化の状況
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